
土地改良施設安全管理推進事業（継続） 
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  ・ ダム、頭首工、揚水機場等の基幹的農業水利施設の操作は、周辺地域に大きな影響をもたらしま

す。また、農業用用排水路等は、近年の農村地域の都市化、混住化に伴い転落事故等の危険性が増

大しています。 
・ このような状況から、土地改良施設の管理に当たっては安全性の確保が一層求められており、安

全管理のための意識の高揚や周辺地域との連携が必要になっています。 
 
 
 
 
 

＜内容＞ 

安全管理の啓発・指導等 

   安全管理の重要性についての啓発・指導等を効率的・計画的に実施するため、次の事項を

定めた安全管理推進計画を毎年度作成し、これに基づいて安全管理を推進するための活動を

行います。 
① 土地改良施設の管理者に対する啓発・指導 

 ② 地域住民、市町村その他関係機関に対する広報活動 

③ 各種イベント等の開催 
④ その他安全管理に関する活動 
 

＜事業実施主体等＞ 

１．事業実施主体    全国土地改良事業団体連合会 
 ２．補助率     定額 

３．事業実施期間    平成５年度～ 
 

 

［担当課：農村振興局整備部水利整備課（０３－３５９１－３７４５（直））］ 

土地改良施設の安全な管理を推進 

土地改良施設の安全な操作・運転、転落事故等の防止について、適切な対応

を図るため、土地改良施設の管理者等に対する啓発、指導等を行います。 

対策のポイント 

政策目標 


